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被害防止方法に係る用語集 

用語 定義 

長ズボン・長袖の作業衣 

（標準作業衣） 

・布地で作製された長ズボン・長袖の上着からなる作業衣。 

不浸透性防除衣 ・表面に付着した液体が裏面に浸透しない性質を有する布地

で作製された長ズボン・長袖の上着からなる作業衣。 

・日本工業規格（JIS T8115 化学防護服又は JIS T8126 液状

農薬散布者が使用する防護服 ）に適合した防護服又はそれ

と同等な性能を有する防護服が望ましい。 

・JIS T8115に適合した化学防護服については、液状で農薬を

散布する場合にはタイプ６以上の性能を有し、固体で農薬を散

布する場合にはタイプ５以上の性能を有する化学防護服であ

ることが望ましい。 

・JIS T8115 と同等な規格として、ISO 16602並びに EN 14605

（タイプ３及び４）、EN 13982（タイプ５）及び EN 13034（タイプ

６）があり、JIS T8126 と同等な規格として、ISO 27065がある。 

保護面 ・飛散する粉塵、薬液飛沫などに顔面がさらされないようにす

るための器具。防災面ともいう。 

頭部に直接かぶるタイプのもの、ヘルメットに取り付けるタイプ

のものをいう。 

不浸透性手袋 ・表面に付着した液体が裏面に浸透しない性質を有する素材

で作製された手袋。 

・日本工業規格（JIS T8116 化学防護手袋）に適合した手袋 

又はそれと同等な性能を有する手袋 が望ましい。 

・JIS T8116 と同等な規格として、EN ISO 374 がある。 

農薬用マスク  （DL1・DS1・

RL1・RS1） 

・不織布等の素材で作製された使い捨て式防じんマスク又は

ろ過剤を取替える方式の取替え直結式防じんマスク。 

・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）で定める型式検

定に合格し、防じんマスクの規格（昭和 63年労働省告示第 19

号）に適合していること。 

・防じんマスクの性能に係る区分が DL1,DS1,RL1,RS1 の何れ

かに該当していること。 

農薬用マスク  （DL2・DS2・

RL2・RS2） 

・不織布等の素材で作製された使い捨て式防じんマスク又は

ろ過剤を取替える方式の取替え直結式防じんマスク。 

・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）で定める型式検

定に合格し、防じんマスクの規格（昭和 63年労働省告示第 19

号）に 適合していること。 

・防じんマスクの性能に係る区分が DL2,DS2,RL2,RS2 の何れ

かに該当していること。 
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半面形防毒マスク（吸収缶

付きのもの） 

・鼻及び口辺のみを覆う半面形の面体であって、面体及び吸

収缶（ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニ

ア用及び亜硫酸ガス用のものに限る。）がそれぞれ労働安全

衛生法（昭和 47年法律第 57号）で定める型式検定に合格し、

防毒マスクの規格（平成２年労働省告示第 68 号）に適合して

いること。 

全面形防毒マスク（吸収缶

付きのもの） 

・顔面全体を覆う全面形の面体であって、面体及び吸収缶（ハ

ロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用及び

亜硫酸ガス用のものに限る。）がそれぞれ労働安全衛生法（昭

和 47 年法律第 57 号）で定める型式検定に合格し、防毒マス

クの規格（平成２年労働省告示第 68号）に適合していること。 

 


